
 

 



 

●排気筒が再使用可能と判断するには上記の主なチェックポイントに加え、法令に規定する全ての基準に適合する必要が  
　あります。 
●屋内用のガスふろがま、大型ガス湯沸器やその排気筒の設置、又は変更工事は「ガス消費機器設置工事監督者」の監督 
　がなければできません。 









煙突が必要なガス機器 
使用時の注意点【FE式】 
煙突が必要なガス機器 
使用時の注意点【FE式】 



 



 

既設給排気設備再使用判定時の 
チェックポイント 

【FE式ガスふろがま・大型ガス湯沸器】 



経済産業省　原子力安全・保安院委託調査 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 



 



 



 




